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職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のよう

に行動計画を策定する。 

 

1．計画期間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの 2 年間 

 

2．内容 

目標 1： 

育児休業等の制度についての資料を作成し、職員に配布、あるいは掲示し、制度の周知を図る。 

＜対策＞ 

● 令和 7 年 7 月～12 月 制度の理解に関する職員へのアンケート調査を行い、どのような資料

が必要であるか検討し、資料の原案を作成する。 

● 令和 8 年 1 月～ 制度に関する資料の作成・配布・掲示、職員研修などによる全職員への周知を

図る。計画期間中に職員の理解度を測定するアンケート調査を行い、次期行動計画の策定に向

けてほかにどのようなニーズがあるかも合わせて調査する。 

 

目標 2： 

全職員の年次有給休暇の取得日数を１人当たり平均年間 10 日以上とする。 

＜対策＞ 

● 令和 7 年 4 月～12 月 年次有給休暇の取得状況、年次推移を把握し、管理職員に報告する。 

● 令和 7 年 12 月～ 計画的な取得に向けた管理職説明会を行う。以後 1 年度 1 回行う。 

● 令和 8 年 3 月～ 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する。 

（組織目標の策定と同時に行うものとする。） 

● 令和 8 年 4 月～ 機構内休暇取得キャンペーンを行う。 

 

目標 3： 

配偶者が出産した男性職員の育児休業等または育児目的休暇の取得率を 50％とする。 

＜対策＞ 

● 目標 1 に定めたとおり制度の周知を進めることにより職場の理解を深め、管理職は、配偶者の

出産予定がある男性職員に、育児休業等または育児目的休暇の取得を働きかけるとともに、そ

の職員の不在の間も業務が滞りなく遂行できるよう、適切な運営管理を行う。 

 

目標 4： 

管理職を含む全職員の一ヶ月あたり平均残業時間数を 14.3 時間以下とする。 

＜対策＞ 

● 毎月、部署別の平均残業時間数を機構内で公表し、残業時間の多い部署に残業時間を減らすよ

う促す。 


